
事務手続きについて

令和 ７年 ４月１５日（火）



共通事務



各種届の提出
（加入・退職・異動等）

月次締め処理
【県社協】

掛金納付期間
【加入法人・事業所】

事務処理の流れ
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月
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各種届出書の提出締切
・職員加入届（様式第2号）
・加入者異動届（様式第7号）
・退会届兼退職（遺族）給付金請求書
（様式第11号）

掛金請求書の
発送

掛金納付
共済：月末まで
育成：翌月５日まで

４月分の掛金納入については、毎年、本俸月額の変更の時期と重なるため、
５月分の請求と同時期に請求（毎年５月２０日頃）となります。
（４・５月分の請求書をまとめて５月に送付）



掛金【月額】について
①共済第１給付金

契約者 本俸月額× 27／1,000
加入者 本俸月額× 27／1,000

②共済第２給付金 ※加入者の負担なし

契約者のみ 本俸月額× 18／1000

③育成制度

契約者 本俸月額× 2／1000
加入者 本俸月額× 2／1000

※小数点以下は切り捨て

※本俸月額の上限金額：５５万円



職員加入届



【共済第１給付金・育成に加入】

【共済第２給付金に追加加入】（第１給付金既加入者）
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2025
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【育成のみに加入】

届はすべて西暦で記入してください！！

2025

1999



加入者異動届
（継続異動・氏名変更・中断・復活）



異動後の法人・団体名を記入

【継続異動】※異動前の法人・団体が手続きを行ってください

2025



【掛金復活】

【掛金中断】

中断 ： ①育児休業 ②介護休業
③その他特別な事由があると認められる場合

【 例 ： 病休（無給）のため 】
※いずれかにより休職する場合に中断できる

20252025

2025
2025



【氏名変更】

2025

変更後の氏名を記入



本俸月額報告書



●３月末で退会の場合
対象外コード：１
退会届（及び添付書類）
提出

●４月から継続異動の場合
対象外コード：３
加入者異動届（継続異動）
提出

●４月から中断の場合
対象外コード：２
加入者異動届（中断）
提出

その年度の4月1日の
本俸月額（基本給）
を記入

職種を訂正する場合
正しい職種名、
職種コードを記入



【本俸月額報告書：金額の訂正】

訂正の記入・訂正印は欄に！



【本俸月額報告書：４月～継続異動者】

●異動後法人
（受入側）が
４月の本俸月額を報告

異動前法人・団体名を
記入

2025



※変更が発生したら随時提出してください！

変更箇所のみ記入



退会届について



退会届兼退職（遺族）給付金請求書



【育成制度のみ退会】

記入不要

育成制度欄のみ記入

●添付書類不要

2025

2025 2025



共済制度退職者は
必ず記入！
※要押印

【共済制度退会】

県共済制度

育成制度

退
会
年
月

2025

2025

2025

2025

2025



【注意事項】
・退職所得の受給に関する申告書は、県社協への提出は不要です。
ただし、退職者からは必ず提出してもらってください。
・様式第11号の退会年月は、掛金納付の最終年月を記入してください。
（中断中にそのまま退会した場合は、退職日の年月を記入してください。）
・第１給付金と第２給付金を利用していた場合は、合算した額を退職（遺族）給付金
として支給します。
・遺族一時金は退職所得とならないため、「退職所得申告書」の提出は必要ありません。



●退職所得の受給に関する申告書
兼 退職所得申告書

A欄へ“県共済”について記載する

退職所得申告書を本人から提出してもらい、
☑有にチェックをつける



福祉医療機構退職共済加入者

退職者全員が記入

【退職手当金請求書】

※退職所得申告書
Ａ欄へ医療機構退職共済
について記載する



【県共済制度 ・ 福祉医療機構 両制度加入者】

※Ｂ～Ｅ欄へ県共済制度について記載する
（ Ｂ欄 と Ｅ（Ｂ） 欄は必ず記載）

県共済制度
の
退職所得の
源泉徴収票
をのり付







①県共済制度の請求

法人・事業所

県社協

②県共済制度
退職金送金

福祉医療機構

③県共済制度
退職金送金

⑤福祉医療機構
退職金送金

退職者

④退職者から法人・事業所へ福祉医療機構退職
書類提出（※）
法人・事業所から福祉医療機構へ退職書類送付

※原則は、県共済制度支給後に退職者本人が
福祉医療機構申告書に県共済制度退職金額等
の記載、源泉徴収票の添付して、法人・事業所
へ提出することになっているが、事前に退職者本
人の同意を得れば、法人・事業所で代行可能。

①（先に）県共済制度退職給付金を請求（退会手続き）
②医療機構書類を退職者から提出してもらい法人にて保管
③県共済から退職給付金送金関係書類が送られてきたら、
源泉徴収票（受給者用）を書類へ貼付けて医療機構へ送付





合計金額を記載



育成給付金



【給付金の種類】



育成給付金請求書



育成給付金の添付書類について

⚫ 結婚祝金

➢ 入籍年月日の確認できる書類 （婚姻受理証明書等）

※住民票不可

⚫ 出産祝金

➢ 出産年月日が確認できる書類 （母子健康手帳・出産証明書等）

※住民票可（生年月日が記載されているため）

⚫ 入学祝金

➢ 添付書類不要



⚫ 傷病見舞金
➢ 傷病名・入院期間が確認できる書類 （医師の証明書等）

※診断書に傷病名のみ記載されている場合は、入院の領収書を添付

※入院保険等に加入されていて診断書があり、傷病名・入院期間が

記載されていれば、そのコピーも可

⚫ 死亡弔慰金
➢ 死亡年月日が確認できる書類 （死亡診断書等）

⚫ 災害見舞金
➢ 官公庁発行の罹災証明書

⚫ 永年勤続祝金

➢ 添付書類不要



実父・実母、
義父・義母、
配偶者父
配偶者母
など

関係性を明確に

《続柄を証明する
書類の添付は不要》

子女の名前を記入

《続柄を証明する
書類の添付は不要》

生年月日ではなく、入学年月日を記入



加入者が現に居住する家宅が対象 中断期間の有無を
確認してください。

※中断期間は除く
（掛金を支払った
期間）



●本人死亡による死亡弔慰金請求

遺族の氏名

加入者の氏名

“本人”と記入

※添付書類
◆死亡年月日が確認できる書類 ◆遺族の順位が確認できる書類
◆請求者の印鑑証明書 ◆委任状（第1位の遺族が複数の場合）

請求者（遺族）の印



傷病見舞金について

➢同一の傷病については、１人あたり年度中１回
限りとなります。

➢同一の傷病での入院について、1年（4月1日
から翌年3月31日）を期間とし入院期間を合算
して申請ができます。ただし、1度申請を行っ
た場合は、年度内であっても合算はできませ
んので、ご注意ください。



入学祝金について

死亡弔慰金（配偶者実父母が死亡したとき）

➢再婚等により、配偶者の実父母の死亡が新た
に生じた場合でも、すでに１回支給済であれ
ば２回目の支給はできない。

➢配偶者実父の死亡弔慰金１回、
配偶者実母の死亡弔慰金１回の各１回限り

➢一般的な小学校・中学校に入学する年に支給



被扶養者とは？（傷病見舞金・死亡弔慰金）

給付金に関する注意事項

➢書類は毎月１０日締受付 ➡ ２５日頃給付
➢請求期間は給付事由発生日から２年間
※２年を過ぎると給付を受ける権利が消滅

➢添付書類はすべてコピー可

➢《健康保険法第３条第７項》 に該当する人



育成助成金



【助成金の種類】



育成助成金請求書



研修会等事業・交流事業

事業名 対象経費 基準限度額 助成率 備考

県外研修
参加費
旅費 等

１人あたり
３０，０００円

１／２

加入者１人あたり、
県外研修と
職場内研修のうち
いずれか１回限り職場内研修

講師謝礼費
会場費 等

地域交流

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰ

ｼｮﾝ等行事開
催に要する諸
経費

１人あたり
４，０００円

１／２

加入者１人あたり、
地域交流と
保養促進のうち
いずれか１回限り

保養促進
保養施設の
利用料 等



⚫基準限度額と実支出額を比較して少ない方の額に
助成率を乗じて算出された額
（※１００円未満切り捨て）

⚫請求額の合計が１法人・団体あたりの配分限度額
以内になるよう調整する
配分限度額 ： （令和７年度 ）
令和７年４月１日現在の加入者数×５００円

助成金の申請額



書ききれないときは

加入者番号と氏名の

一覧表を添付する

※様式は不問

領収書の添付は不要 詳細を明確に記入

2025



例 ） ４月１日の育成制度加入者数は２０名

２０名×500円

今年度の育成助成金配分限度額は １０,０００円



●１０名参加の職場内研修を実施

実支出額と基準限度額を比較して
少ない方（10,000円）✕ 助成率1/2

基準限度額 :

10 名 × 30,000 円 ⇒ 300, 000 円



配分限度額は１０,０００円なので、
まだ残り５,０００円請求できる

●１０名参加の忘年会（保養促進）を実施

基準限度額 :

10 名 × 4,000 円 ⇒ 40, 000 円

実支出額と基準限度額を比較して
少ない方（35,000円）✕ 助成率1/2



助成金の請求

第１回 ９月末日締切

第２回 １２月末日締切

第３回 ２月末日締切

翌月３０日頃支給



先駆的・モデル的実践奨励事業

先駆的・モデル的な取り組みに要する諸経費が対象

長期勤続優良職員顕彰

支給額100,000円以内

年３法人・団体以内

民間社会福祉事業に従事した通算勤務期間が、当該年度

の３月３１日現在２５年以上の職員で年齢５０歳以上の者

既に厚生労働大臣又は知事の表彰を受けた者を除く

勤務成績が優良で他の範とするに足りると認められる者



県社協ＨＰ

福利厚生制度
ご案内をクリック

①岡山県社協に
ついて

②福利厚生制度
のご案内
をクリック

もしくは



各種届出様式 様式集

ワード様式掲載
ダウンロードしてご利用ください

育成制度について
規定等掲載

共済制度について
乗率表（エクセル）
規定等掲載



お問合せ

〒700-0807 岡山市北区南方２－１３－１
きらめきプラザ３階

社会福祉法人 岡山県社会福祉協議会
地域福祉部 経営支援班 福利厚生担当

TEL:086-226-2827 FAX:086-225-6602


